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マネジメントシステム規格への気候変動への配慮の追加に関する IAF/ISO 共同コミュニケ 
 
1. はじめに 

本コミュニケの目的は、既存及び新規の ISO マネジメントシステム規格(MSS)に対し、
ISO の気候変動対策へのコミットメントを反映させるための気候変動対策追補改訂が発行
されたことを強調することである。 

全ての関係者がこの改訂の意図を理解し、一貫性をもって導入・実施できるようにするこ
とが重要である。 
 
2. マネジメントシステム規格への気候変動への配慮の追加 
2.1 決定 

気候変動に関する ISO ロンドン宣言を支持し、ISO は、マネジメントシステムの意図し
た結果を達成する能力に対する気候変動の影響を考慮する必要性に対処するため、2 つの新
しい記述を、多くの既存のマネジメントシステム規格に追加し、開発/改訂中の全ての新し
い規格に含める決議を行った。この変更は、まず発行済規格の追補（Amendment）として
導入される。 

この変更（2 つの新しい記述）は、次のように、調和させる構造（ISO/IEC 専門業務用指
針第 1 部 ISO 補足指針 附属書 SL の Appendix 2）の新しいテキストに組み込まれる。 

規格の追補は、2024 年 2 月 23 日に発行される。 
4 組織の状況 
4.1 組織及びその状況の理解 

組織は，組織の目的に関連し，かつ，そのXXXマネジメントシステムの意図した結果を達成する

組織の能力に影響を与える，外部及び内部の課題を決定しなければならない。 

追加：組織は，気候変動が関連する課題かどうかを決定しなければならない。 

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 

組織は，次の事項を決定しなければならない。 

－ XXXマネジメントシステムに関連する利害関係者 

－ それらの利害関係者の，関連する要求事項 

－それらの要求事項のうち，XXXマネジメントシステムを通して取り組むもの 

追加：注記 関連する利害関係者は，気候変動に関する要求事項をもつ可能性がある。 

 

https://committee.iso.org/files/live/sites/jtcg/files/news/Joint%20ISO-IAF%20Communique%20re%20Climate%20Change%20Amds%20to%20ISO%20MSS%20Feb%202024a.pdf
https://committee.iso.org/files/live/sites/jtcg/files/news/Joint%20ISO-IAF%20Communique%20re%20Climate%20Change%20Amds%20to%20ISO%20MSS%20Feb%202024a.pdf
https://www.iso.org/ClimateAction/LondonDeclaration.html
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2.2 変更の意図 
この変更の意図は、マネジメントシステムの有効性の観点から、他の全ての課題に加えて、

気候変動の課題を組織が考慮することを確実にすることである。各マネジメントシステム
規格に追加されたこれらの記述は、この重要なトピックが見過ごされることなく、マネジメ
ントシステムの設計及び実施において、全ての組織が考慮することを確実にするものであ
る。 

細分箇条 4.1 及び細分箇条 4.2 の要求事項の全体的な意図に変更はない。これらの箇条に
は、組織が、マネジメントシステムの有効性に影響を与え得る全ての内部及び外部の課題を
考慮する必要性が既に含まれている。新しい記述の包含は、気候変動がマネジメントシステ
ムの中で考慮されていることを保証し、私たちのコミュニティにとって、気候変動が今組織
に考慮するよう要求するのに十分重要な外部要因であることを示すものである。 

気候変動は、マネジメントシステムの各構成要素に様々な影響を与える可能性があるこ
とに留意することが望ましい。例えば、品質マネジメントシステムに対する影響と、労働安
全衛生マネジメントシステムに対する影響は大きく異なる可能性がある。 

もちろん、気候変動の重要性を過小評価するものではないが、（例えば）労働安全衛生マ
ネジメントシステム監査や道路交通安全マネジメントシステム監査を、気候変動を不釣り
合いに考慮したものに変えるというのが、今回の変更の意図ではない。 

IAF と ISO は、気候変動は極めて重要なテーマであり、気候変動への配慮を加えること
は非常に重要であるが、規格は常に、マネジメントシステムに影響を与える全ての課題を組
織が考慮する必要性を含んでいることを強調したい。したがって、MSS を導入している多
くの組織は、既に気候変動に配慮していることになる。 
 
更に役立つ情報： 
‒ ISO TMBG JTCG ウェブページ  Deploying ISO’s London Declaration to Climate 

Action via Management System Standards 
‒ about climate change adaptation and mitigation 
 

マネジメントシステム規格の認定を受けた認証をもつ組織や認定認証機関に対しては、
IAF が更なるガイダンスを提供する。 
 
（以下 Type A MSS standards amended リストは省略。） 
 
 

以上 

https://committee.iso.org/sites/jtcg/home/projects/ongoing/ongoing-1/content-left-area/ongoing-advice-for-technical-com/updates-on-management-system-sta.html
https://committee.iso.org/sites/jtcg/home/projects/ongoing/ongoing-1/content-left-area/ongoing-advice-for-technical-com/updates-on-management-system-sta.html
https://www.iso.org/news/ref2625.html
https://iaf.nu/en/home/
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